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平成３１年度 特定健診が始まります平成３１年度 特定健診が始まります

は
妊
娠
中
の
方
が
い
る
世
帯
が
対
象
で
す
。

利
用
方
法
は
、「
パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ

ッ
プ
サ
ブ
ア
プ
リ
」
の
「
パ
パ
・
マ
マ
応

援
シ
ョ
ッ
プ
優
待
カ
ー
ド
」
画
面
ま
た
は

「
パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
優
待
カ
ー

ド
」
を
協
賛
店
舗
で
提
示
す
る
と
、
お
店

が
定
め
た
特
典
（
サ
ー
ビ
ス
）
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

ア
プ
リ
版
の
利
用
方
法

　
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

ア
ク
セ
ス
し
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ

さ
い
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：http://www.pref.saitama. 

lg.jp/maitama/sp/download.
html

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

「
ス
イ
ー
ト
・
マ
イ
ホ
ー
ム
」

神か
み

津づ

凛り
ん

子こ　
著

「
居い

た
場ば

所し
ょ

」

高た
か

山や
ま

羽は

根ね

子こ　
著

「
神か

み

の
島し

ま

の
こ
ど
も
た
ち
」中な
か

脇わ
き

初は
つ

枝え　
著

「
早そ

う

朝ち
ょ
う

始し

発は
つ

の
殺さ

っ

風ぷ
う

景け
い

」
青あ

お

崎さ
き

有ゆ
う

吾ご　
著

「
跳と

ぶ
男お

と
こ

」

青あ
お

山や
ま

文ぶ
ん

平ぺ
い　
著

「
つ
く
も
が
み
笑わ

ら

い
ま
す
」

畠は
た
け

中な
か

恵め
ぐ
み　
著

■
児
童
書

「
こ
ど
も
の
た
め
の
防ぼ

う

災さ
い

教き
ょ
う

室し
つ

」

今い
ま

泉い
ず
みマ
ユ
子こ　
著

「
ぼ
く
は
本ほ

ん

を
読よ

ん
で
い
る
。」

ひ
こ
・
田た

中な
か　
著

「
つ
ら
ら
」

細ほ
そ

島じ
ま

雅ま
さ

代よ　
写
真　
伊い

地じ

知ち

英え
い

信し
ん　
文

「
少し

ょ
う

女じ
ょ

は
森も

り

か
ら
や
っ
て
き
た
」

小こ

手で

鞠ま
り

る
い　
著

「
ル
イ
ジ
ン
ニ
ョ
少し

ょ
う

年ね
ん

」

か
ど
の
え
い
こ　
文　
福ふ

く

原は
ら

幸ゆ
き

男お　
絵

■
４
月
の
上
映
会
の
日

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１４
日
㈰
・
２８
日
㈰　
午
後

２
時
～

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
２１
日
㈰　

午
前
１１
時
～
、

２８
日
㈰　
午
後
２
時
～

▼
一
般
向
け
＝
１４
日
㈰
・
２９
日
㈷　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
４
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館　

１
日
㈪
・
８
日
㈪
・
１５
日
㈪
・
２２
日
㈪

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
曜
日
、
２９
日
㈷
・
３０
日
㉁

三
郷
市

三
郷
春
ま
つ
り
２
０
１
９

腹
４
月
１３
日
㈯　
午
前
１０
時
～
午
後
５
時

（
雨
天
中
止
）

複
に
お
ど
り
公
園

淵
公
園
内
の
桜
の
観
賞
と
キ
ッ
チ
ン
カ
ー

に
よ
る
屋
台
村
で
の
グ
ル
メ
の
提
供

物
三
郷
中
央
に
ぎ
わ
い
創
出
実
行
委
員
会

事
務
局
（
ま
ち
づ
く
り
事
業
課
内
）
☎
９３０

・
７
７
４
６草

加
市

草
加
さ
く
ら
祭
り

　
両
岸
に
桜
並
木
が
続
く
葛
西
用
水
沿
い

で
満
開
の
桜
を
楽
し
め
ま
す
。

腹
３
月
２４
日
㈰
～
３１
日
㈰

複
葛
西
用
水
（
稲
荷
地
区
）

物
文
化
観
光
課
☎
９２２
・
０
１
５
１

松
伏
町

ミ
ニ
ま
つ
ぶ
し
２
０
１
９

腹
３
月
２３
日
㈯
・
２４
日
㈰　
午
前
１０
時
～

午
後
４
時
（
２４
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

複
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

淵
子
ど
も
た
ち
が
ミ
ニ
ま
つ
ぶ
し
町
民
と

な
っ
て
、
仕
事
を
し
て
独
自
の
通
貨
で
給

料
を
も
ら
い
、
そ
の
通
貨
で
食
事
や
体
験

が
で
き
る

沸
１
日
券
２００
円
、
２
日
間
券
３００
円

物
松
伏
町
文
化
の
ま
ち
づ
く
り
実
行
委
員

会
（
教
育
文
化
振
興
課
内
）
☎
９９１
・
１
８

７
３

吉
川
市

さ
く
ら
ま
つ
り

腹
▼
３
月
２５
日
㈪
～
４
月
８
日
㈪　
午
後

６
時
～
９
時
＝
桜
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
※
開
花

状
況
に
合
わ
せ
て
期
間
が
変
更
に
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
▼
３
月
３１
日
㈰　
午

前
１１
時
～
午
後
４
時
＝
店
舗
出
店
、
午
後

１
時
～
４
時
＝
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
、
午

後
１
時
３０
分
～
４
時
＝
写
真
撮
影

複
関
公
園
第
２
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク

淵
飲
食
物
販
売
、
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、

ダ
ン
ス
、
音
楽
演
奏
、
撮
っ
た
写
真
を
そ

の
場
で
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
で
き
る
写
真
撮

影
会
な
ど

物
商
工
課
☎
９８２
・
９
６
９
７

越
谷
市

出
羽
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
フ
ェ

ス
タ
２
０
１
９

腹
３
月
３１
日
㈰　
午
前
９
時
４５
分
～
午
後

２
時

複
出
羽
公
園

淵
巨
大
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
ガ
ー
デ
ン
や
池
に

浮
か
ぶ
ウ
ォ
ー
タ
ー
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
な
ど
、

６
万
本
の
色
鮮
や
か
な
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の

祭
典

物
出
羽
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会

（
出
羽
地
区
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
９４０
・
７
５

２
１

　
「
パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
優
待
カ

ー
ド
」
は
本
年
３
月
末
日
を
も
っ
て
有
効

期
限
が
満
了
と
な
り
ま
す
。
平
成
３０
年
３

月
か
ら
新
し
い
カ
ー
ド
の
入
手
の
必
要
が

な
く
更
新
の
手
間
が
不
要
な
ア
プ
リ
版
を

提
供
し
て
い
ま
す
の
で
、
県
公
式
ス
マ
ホ

ア
プ
リ「
ま
い
た
ま
」で「
パ
パ
・
マ
マ
応

援
シ
ョ
ッ
プ
サ
ブ
ア
プ
リ
」
を
取
得
し
て

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
従
来
ど

お
り
の
優
待
カ
ー
ド
を
必
要
と
す
る
方
は
、

子
育
て
支
援
課
窓
口
な
ど
で
３
月
１８
日
か

ら
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
と
は

　
市
で
は
、
埼
玉
県
と
共
同
で
協
賛
店
舗

に
よ
る
子
育
て
家
庭
を
対
象
と
し
た
優
待

制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
市
内
在
住
で
１８
歳
に
達
し
て
最
初
の
３

月
３１
日
を
迎
え
る
ま
で
の
お
子
さ
ん
ま
た

※
一
部
の
機
種
で
は
、
ご
利
用
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
優
待
カ

ー
ド
の
配
布
に
つ
い
て

・
配
布
方
法

①
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
駅
前
出
張
所
の

窓
口
で
配
布

②
妊
娠
中
の
方
は
、
母
子
手
帳
交
付
時
に

保
健
セ
ン
タ
ー
で
配
布

③
紛
失
し
た
方
は
子
育
て
支
援
課
窓
口
で

配
布

④
日
曜
日
は
、
市
民
課
窓
口
で
配
布

腹
▼
子
育
て
支
援
課
窓
口　
月
～
金
曜
日　

午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分
▼
駅
前

出
張
所
窓
口　
月
～
金
曜
日　
午
前
８
時

３０
分
～
午
後
７
時
▼
市
民
課
日
曜
窓
口　

毎
月
第
２
日
曜
日　
午
前
９
時
～
午
後
５

時
（
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
は
除
く
）

そ
の
他
の
日
曜
日　
午
前
９
時
～
正
午

弗
お
子
さ
ん
お
よ
び
保
護
者
の
健
康
保
険

証
、
妊
娠
中
の
方
は
母
子
手
帳

物
子
育
て
支
援
課
☎
焚
８
３
９

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
優
待
カ
ー
ド
が

新
し
く
な
り
ま
す
！

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

質問

　私は２年前に会社員の夫と結婚し、その後子どもを１人出産しまし
た。先日、夫が私に隠れて浮気をしていたことが判明したため、私
と子は住んでいた家を出て、現在まで夫とは別居をしています。今
後は夫と離婚することを考えています。
　現在、私は子育てに追われ働くことができず、金銭的な不安を抱
えているのですが、別居していても、夫から養育費？を支払っても
らうことはできるのでしょうか。

回答

　法律上、夫婦はお互いに協力し合って生活をしなければなりませ
ん（扶助義務）。そのため、たとえ別居していても、原則として、
夫婦の一方に生活費の分担を請求することが可能です。この婚姻期
間中に請求できる金銭を「婚姻費用」といいます。質問者の方が夫
に支払ってもらいたいものは、正確に言えば「養育費」ではなく「婚
姻費用」ということになります。
　質問者の方のように、婚姻費用と混同されやすいのが養育費です。
これは、離婚して子どもを育てることになった親が、一方の親に対
して、子を養育するために必要なお金として請求することができる
ものです。したがって、養育費の支払を請求することができるのは、
離婚後ということになります。「離婚が成立するまでは婚姻費用、
離婚成立後は養育費」と覚えていただければ分かりやすいと思いま
す。
　婚姻費用や養育費を支払うように要求しても、必ずしも任意に支
払ってもらえるとは限りません。そのような場合には、管轄の家庭
裁判所に調停の申立てを行うことが考えられます。調停では、算定
表という「相場」を用いて金額が決められることが多いですが、算
定表はあくまで「相場」であり、具体的な家庭の事情が考慮された
相当な額であるとは限りませんので、あらかじめ弁護士に相談する
ことをおすすめします。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　鮎田　謙一（弁護士）

婚姻費用？養育費？

　平成３０年度に健診を受診した方へ、健診結果を記載したはがきを発
送します。経年の数値の変化を把握し、健康管理に役立てましょう！

物国保年金課☎焚８２５

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

対 象 者 八潮市国民健康保険被保険者のうち、
昭和２０年４月１日～昭和５５年３月３１日生まれの方

実施期間 ４月１日～１１月３０日

負 担 金
５００円

※平成３０年度に住民税非課税世帯の方、
　平成３１年度に４０歳になる方は無料

受 診 券
な ど

　�対象者の方へ、受診券および健診内容などを記載したもの
を個別に発送します。

そ の 他 　�後期高齢者医療被保険者の方にも、上記と同様に受診券な
どを発送します。

早期受診が
おすすめです
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